
第１回学校運営協議会実施！ 
昨年度の３月１６日（木）、準備委員会を開催し、各地区の学校運営協議会委員の方々、瑞浪市教育委員会の

先生２名に集まって頂きました。その中で、学校運営協議会の組織決め（会長・副会長各１名、地域学校協働

活動推進員各地区１名）を行い、その後、めざす生徒の姿（スローガン）、北中版 コミュニティ・スクールの

構えと組織について提案し、ご意見・承諾をいただきました。【スローガン・北中版コミュニティ・スクールの

構えと組織については別添をご覧ください。】 

そして、４月１９日（水）に第１回学校運営協議会を開催し、『北中版 コミュニティ・スクール』がスター

トしました。 

今回の一番の目的は、学校運営協議会の主な３つの役割（地教行法第４７条の６）の第１についてです。 

 

 

 

 

 

 

『学校経営方針』を提示し、特に昨年度の状況と今年度のめざす姿（令和５年度のキーワード）、そしてその

具体的な手立てについて説明し、ご意見を頂きました。『成長の実感』というキーワードがわかりやすく、生徒

たちもすぐに答えられるという良さがある、反面、「何をもって成功か、成長か」という基準をはっきりする必

要があるのでは、というご示唆まで賜りました。そして、その後、全会一致で承認していただき、学校運営協

議会の方々と共にした令和５年度がスタートしました。 

また、会に先立って、全学年の授業も参観していただきました。その中での主たるご意見が以下の通りで

す。 

◎１年生の姿に違和感がなく、自然な雰囲気での関わりをもつことができており、安心した。次回の参観で 

 の成長した姿がとても楽しみ。 

◎とても素直な反応ができている。 

◎北中学校の環境の素晴らしさに感心した。 

◎もう少し授業の様子を見ていたかった。 

 

 貴重なご意見有難うございました。 

 生徒会からの依頼（北中学校について地域の方が知りたいこと、生徒会新聞に載せてほしい記事について 

のアンケート）宜しくお願いします。 

 

 

   

➀ 校長が作成する学校運営基本方針を承認すること 

➁ 学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる 

➂ 教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる 


